
イテ不口 2イ雫 L涯虻

総 会 資 料

高 松 市 手 を つ な ぐ 育 成 会

日 時 :イテ不日2年16月 2日 (火)14:30へ ′15:30
(13:30～ ブロック会)

場 所 :高松市立高松第一小学校 体育館

総会式次第  (14:30～ 15:30)
1 開会のことば
2 会長あいさつ
3 来賓紹介
4 来賓あいさつ
5 議長選出
6 議事
1)令 和元年度 事業報告
2) 令和元年度 会計報告・監査報告
3)役 員選出
4) 新役員あいさつ
5)令 和 2年度 事業計画審議
6) 令和 2年度 予算案審議
7) その他

7 閉会のことば

プロッタ会  (13:30～ 14:20)



令和元年度 高松市手をつなぐ育成会あゆみ

分類 名称 実施 日 対象 備考

全
　

体

(1)育成会総会 6月 5日 会員 高松第一小学校体育館

(2)小学校特別支援学級

連合宿泊学習
6月 10日 ～ 14日

会員
小学生

五色台少年自然センター

(4班に分かれて実施 )

(3)進路学習会 7月 22日
小506年

中学生
香川県社会福祉総合センター

(4)中学校特別支援学級

連合宿泊学習
10月 16～ 18日

会員
中学生

南り|1自 然の家 (さ ぬき市)

(2班に分かれて実施)
(5)第 14回手をつなぐ
ふれあいフェスティバル

11月 1日 会員 高松市総合体育館

(6)手をつなぐ育成会

中四国大会
10月 19・ 20日 会員 岡山県

(7)手をつなぐ育成会

全国大会
11月 23・ 24日 会員 熊本県

(8)育成会ニュース 随時 会員 ホームページで配信

研
修
部

(1)ト ランポ リン教室 7月 29日 会員 高松市総合体育館

(2)パ ソコン教室 8月 21日 会員 e一とぴあ・かが,b

(3)勉強会 1月 27日 会員
リハビリテーションセンター

研修室

事
業
部

(1)映画会
7月 13・ 14日

8月 3日
一般 高松市国分寺ホール他

(2)心のとも運動 一年中 一般

広

報
部

(1)手をうないで話そ うよ 6月 2月 会員
リハビリテーションセンター

研修室

(2)会報発行 3月 会員

障
が

い
者
を
守

る
会

(1)障害児作品展 9月 26日 ～ 10月 1日 会員 市民交流プラザIKODE瓦町

(2)障害児社会見学 9月 18日 会員 ニューレオマワール ド

(3)障害児を守る日の

パレー ド
10月 1日 会員 高松駅コンコース



部会報告

研修部活動報告

研修部 三崎由樹子

■トランポリン教室 〈夏休み企画〉
7月 29日 (月) 高松市総合体育館
トランポリン協会の矢部先生と新田先生のご指導のもと、45人の子どもたちが参加しまし

た。暑い中でしたが、子どもたちは楽しそうにトランポリンをとび、体を動かしました。

■パソコン教室 〈夏体み企画〉
8月 22日 (水)サンポート高松 シンボルタワー棟 4階 e‐ とぴぁ・かがわ
講師の先生にご指導いただき、パソコンを使って、レゴで作ったわにを動かしました。

■勉強会

1月 27日 (月) リハビリセンター研修室
講師の先生から貴重なお話をお聞きし、充実した勉強会を行うことができました。

■一年を振り返つて

前任の部長の方々に丁寧に教えて頂き、同じく部長を務められた小浦さんと無事活動を

行うことができました。事務局の方々をはじめ、部長の皆様、ご協力いただいた方々に御

ネL申 し上げます。ありがとうございました。



部会報告

事業部活動報告

事業部 藤田敬子

■サマーフェスタ チャリティー映画会
7月 13日 (土) 「映画 おかあさんといっしょ」 高松国分寺ホール
14日 (日 ) 「もも子」かえるの歌がきこえるよ。 サンポー ト高松第 2小ホール

8月 13日 (上) 「コラショの海底わくわく大冒険」 サンポート高松第 2小ホール
上記 3作品を2上映ずつ開催いたしました。ご来場いただきありがとうございました。

■一年を振り返って

宮野さんと2人で、事業部長の任期をなんとか終えることができ、安堵しております。

皆様方には、一年間たいへんお世話になりました。本当にありがとうございました。



部会報告

広報部活動報告

広報部 柏木 佐也加

■座談会「手をつないで話そうよ」

ペアレントメンターさんをお招きして、「手をつないで話そうよ」を2回行いました。

■「会報」作成

令和元年度「会報」を発行しました。

■一年を振 り返って

広報部長のお話があり、始めは乳児をかかえて務まるかとても不安でした。定例会やイ

ベントなども乳児を連れての参加でしたが、事務局の方々や部員の皆様に細やかに助けて

いただき、終える事ができました。振 り返ると、他の学校の保護者の方との交流も持つこ

とができ、有意義な一年だったと思います。これも関係者の方々のご協力があってと感謝

致しております。ありがとうございました。





令和2年度 高松市手をつなぐ育成会役員 (案 )

役  職 氏  名 所 属 役  職 氏  名 戸テ 属

会  長 古 田 穂 東 (財)大西精神衛生研究所理事長 名 誉
顧  問 鵜 川  徹 元 轟

ll会長

副会長 五郎丸 陽子 元高松市立太田南小学校保護者 顧  間 妻 鹿 常 男 高松市議会議員

副会長 篠 原 隆 則 高松市立屋島中学校長 顧  問 高 尾 早 苗 香川県手をつなぐ育成会理事長

副会長 山 本 麻有里 高松市立屋島東小学校長 顧、 間 高 橋 英 式 元高松大学

副会長 小野坂 寧晃 高松市立高松第一中学校長 監  事 藤 本 一 部 元高松大学

副会長 小 柳 義 仁 高松市立高松第一小学校副校長 監  事 延 本 加奈子 元 副会長

副会長 川 崎 裕 美 元高松市立高松第一中学t`ぇ保護者 庶  務 三 谷 由紀子 高松市立粟林小学校保護者

会  計 下 津 三 保 高松市立高松第一小学校教諭 庶  務 生 時 章 子 高松市立一宮小学校保護者

書  記 松 本 三 和 高松市立――宮中学校保護者

庶  務 模 直 子 高松市立高松第一小学校教諭

常

任

理

事

多 田 絵 里 高松市立占高松小学校保護者 (研修部)

常

任

理

事

廣 瀬 尚 子 香川中部養護学校長 綾 有里子 高松市立新番丁小学校保護者 (事業部)

坂 東 理 恵 高松市立国分寺南部保育所長 大 島 紀 子 高松市立鬼無小学校保護者 (広報部)

廣 瀬 真 澄 高松市林こども園副園長 三 崎 由樹子 元高松市立太田南小学校保護者 (前研修部)

金 倉 吏 志 私立まゆみ幼稚園長 藤 圏 敬 子 高松市立川島小学校保護者(前事業部)

妹 尾 恭 子 香川中部養護学校小学部主事 柏 本 佐也加 高松市立栗林小学校保護者 (前広報部 )

美 馬 正 子 高松市立山鵬中学校教諭 高 畑 奈 美 高松市立木太北部小学校保護者徹中央)

元 本 晴 美 高松市立高松第一中学校教諭 藤 澤 尚 子 高松市立牟礼北小学校保護者 (前東詢

志 茂 遥 高松市立中央小学校教諭 武 下 由 香 高松市立国分寺南部小学校保護者(前西部)

志 度 仁 美 香川中部養護学校小学部保護者 小田切 直美 高松市立太田小学校保護者(前南部)

池 田 好 美 香川中部養護学校小学部保護者 安 友 ふくみ 高松市立大野小学校保護者

大須賀 久仁香 高松市立桜町中学校保護者 角 田 睦 美 高松市立国分寺南部小学校保護者

柴 田 千 尋 高松市立植田小学校保護者 小 浦 加代子 高松市立太田南小学校保護者

中央
ブロック長 藤 田 栄 一 高松市立高松第一小学校保護者

西部

プロック長
柳 谷 千代子 高松市立下笠居小学校保護者

東部
ブロック長 綾 雅 千 高松市立十河小学校保護者

南部
ブ,2ック長

丸 理志子 高松市立太田南小学校保護者
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令和2年度 収支予算書 (案 )
1収入の

0
4 出の部

区  分 予算額 摘  要
会費 1,030,000 正会員1000円 X900人 賛助会員500円 × 260人

高松市補助金 360,000

高松市社会福祉協議会補助金 35,000

共同募金補助金 139,000

大西研究所補助金 300,000

預金利息 0

心の友運動 0

その他 180,000 映画の売上還元金等

計 2,044,000

区  分 予算額 摘  要

活動費 208,000

中央ブロック

東部ブロック

南部ブロック

西部ブロック

事務局

香川中部養護学校

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

8,000

△ ずL
=冥

25,000

ダウン症協会

自閉症協会

ネットワーク

ペアレントメンター

5,000

5,000

5,000

10,000

研修費 91,000

研修費補助

交通費補助

勉強会

8,000

3,000

80,000

負担金 100,000 県育成会支部負担金 100,000

啓発・普及費 193,000

小学校部会

中学校部会

事業部

研修部

広報部

45,000

23,000

15,000

90,000

20,000

宿泊学習バス代補助 540,000
小学校部会

中学校部会

410,000

130,000

印刷用紙代 70,000 印刷用紙代 70,000

ふれあいフェスティバル費 240,000 手をつなぐふれあいフェスティバル 240,000

事務費 532,000

慶弔費

郵送ら通信費(ネット・切手・手数料 )

総会資料代 (1300部 )

会報印刷代 (1700部 )

事務用品。文具等

ノートパソコン代金

10,000

50,000

120,000

150,000

16,000

186,000

会議費 ＾
Ｕ
′
４
■

∩
ｖ
＾
Ｕ
Ａ
Ｕ 理事会・総会湯茶代 ∩

ｖ
４
ェ

∩
）
Ａ
Ｕ
ｎ
〉

雑費 5 ∩
Ｖ
∩
ｖ
∩
） 5,000雑費

計 2,044,000



小・中学校ブロックー覧

小 学 校 中 学 校

中央

高松第一 。栗林・鶴尾

花園・木太・新番丁・亀阜

男木・女木・木太北部

付属高松

桜町・鶴尾・玉藻・紫雲

高松第一・男木

東部

古高松 0+河・屋島・植田
東植田・屋島西・屋島東

林・前田・川添・古高松南

川島・牟礼・牟礼北・牟礼南

庵治・庵治第二

屋島 0山 田 0協和・古高松

庵治・牟礼

西部

檀紙・鬼無・香西・弦打

川岡・円座・下笠居

国分寺北部・国分寺南部

香東・下笠居・勝賀

国分寺

南部

三渓・太田・仏生山・一宮

太田南・本太南・多肥・中央

香南・大野・浅野・川東

塩江・中部養護

龍雲・木太・一宮・太田

香川第一・香南・塩江

中部養護・附属高松

会  長

副会長

啓 発 広 報 部 長

研 修 部 長

事 業 部 長

中 央 ブロック長

東 部 プロック長

西 部 ブロック長

南 部 ブロック長

各学校理事

各 会 員

〈
本

ノヽ

事

局

理

務

任

事

常

＜



高松市手をつなぐ育成会 会則

第一条  本会は「高松市手をつなぐ育成会」
という。

第二条  本会の事務所は高松市松島町二丁目
14番 5号高松市立高松第一小学校内
におく。

第二条  本会は障害児(者)育成のため、会員
相互が協力してこの道の推進力となる

ことをもって目的とする。

第四条  本会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。

1 障害児(者)の育成相談
2 施設 。設備の充実
3 障害児(者)に対する調査 。研究
4 研究協議会・講演会 。講習会及
び施設参観

5 各種団体との連絡・連携
6 その他 必要事項

第五条  本会は高松市に在住する障害児 (者 )
とその保護者及び本会の趣旨に賛同す

る者(賛助会員)を もって組織する。

第六条  本会は次の役員をおく。
会長 1名   副会長 若千名
理事 単位 PTAよ り1名
監事 2名   常任理事 若干名
会計 1名   書記 1名

第七条  会長は本会を代表して会務を総括する。
副会長は会長を補佐 して、会長事故あ

るときには、その職務を担当する。

理事は単位 PTAを代表、理事会は会長
の提案する事項を審議 し、その決定を

もって総会にかえることができる。

第人条  会長・副会長・監事 。常任理事は理
事会で、理事は単位 PTAよ り推薦する
ものとする。

第九条  役員の任期は二年とする。但し、重
任は妨げない。

補充された役員の任期は前任者の残留

期間とする。

役員は任期満了後も後任者が就任する

まで、その任務を行うものとする。

第十条  本会は、名誉顧問・顧間をおくこと
ができる。名誉顧問・顧間は、理事会

の推薦を得て、会長が委嘱する。

第十一条 役員は、会長が必要と認めた時、こ
れを招集する。なお、会長は役員会の

運営にあたり、必要に応 じて小委員会

を設けることができる。

第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

第十人条

第十九条

第一条

付  貝」
本会は、(福 )香川県手をつなぐ育成

会の高松支部となる。

本会の会費は、年間千円として、賛

助会員は一口五百円とする。

この会則は、昭和四十七年六月二十

七日より施行する。

昭和五十六年六月十三 日よリー部改正

この会則は、昭和五十七年六月十五

日より施行する。

この会則は、平成二年二月二十四日

よリー部改正。同日より施行する。

この会則は、平成六年六月十七 日よ

リー部改正。同日より施行する。

この会則は、平成八年五月二十九日

よリー部改正。同日より施行する。

この会則は、平成十年六月五 日より

一部改正。 1司 日より施行する。

この会則は、平成十八年六月九 日よ

リー部改正。同日より施行する。

この会則は、平成二十七年六月十六

日よリー部改正。同日より施行する。

第 条

第四条

第五条

第六条

第七条

第人条

第九条

第十条

※高松市障害児(者)育成会より名称を変更し、

高松市手をつなぐ育成会となったG

総会は必要に応じて、会長が招集する。

議事は出席者の過半数で決して、可

否同数のときは、議長の決するところ

とする。

総会において付議すべき事項は次の

通りとする。

1 会則の変更
2 予算・決算に関する事項
3 その他 重要事項
本会の経費は会員の会費・寄付金及

び助成金をもってこれにあてる。

会長は毎会計年度の収支決算を監事

の監査を経て総会に報告し、承認を受

けるものとする。

本会の会計年度は毎年四月一日に始

まり、翌年二月三一日に終わる。

| この会の施行に関して必要な規定は、

役員会の議決を得て会長が定める。

本会の設立年月日は、昭和四十七年

六月二十七日とする。

第十二条

第十三条

第二条


